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私立大学がわが国の高等教育において果たしている役割の重要性は、広く社

会の認めるところであり、そのことが私立大学の財政を含む運営全般に対する

関心をも呼び起こし、常に社会の注目を集めている。 

このような社会的責務の重大さに鑑み、私立大学を設置する学校法人は、教

育研究及び社会貢献への一層の充実向上を図るよう努力することはもちろん、

その経営について社会の疑惑や批判を受けることがあってはならない。 

日本私立大学団体連合会及び日本私立短期大学協会は、社会の負託に応える

ため、教育基本法、学校教育法及び私立学校法の精神を体してここに私立大学

経営倫理綱領を定め、その意思表示とすることとした。 

 

 

一、大学の使命 

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培い、深く真理を探究

して、新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供する機関であり、

教育研究を通して、そこに学ぶ学生の人格形成に資し、世界の平和と人類の福

祉に貢献し、人類の学問的・文化的遺産を次世代に継承するという極めて公共

性の高い使命を負っている。この公共性の高い使命達成のため学問の自由と大

学の自治が保障されている。大学関係者はこのことを強く意識し、大学の使命

達成のために不断に努力しなければならない。 
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二、私立大学の自主性 

 学校法人が私立大学の使命とその設置理念を達成させるためには、その性格

上経営の独自性・自主性・自律性が不可欠である。この独自性・自主性・自律

性は、私立大学経営に対する国家・社会の強い信頼を背景としてはじめて得ら

れるものである。 

そのため学校法人は、経営体として自らが持っている倫理性・社会性・公共

性を担保するにふさわしい組織を整備し、その厳正な運営に努めなければなら

ない。 

 

三、私立大学の公共性 

 私立大学を設置する学校法人の経営は、常に大学の使命達成に向けて行われ

るものである。すべての収入は、目的事業たる教育研究の遂行に使用されるべ

きものである。殊にその資産は、いかなる私人にも帰属しないという公共財的

性格を持っている。 

学校法人の理事者は、大学に課せられた極めて公共性の高い使命とその財政

基盤の公的・社会的性格、資産の公共財的性格に鑑み、倫理性・社会性の高い

経営に徹しなければならない。 

以 上 


